
【法務省出席者配布資料】

※　付添人(7,474)

調査

審判

観護措置
（少年鑑別所送致）

(10,639)

不処分
(10,603)

（うち非行なし(47)）

審判不開始
(25,991)

児童相談所長等送致(241)

検察官送致
(544)

・弁護士(7,248)
　　うち私選(6,906)
　　うち国選(342)
・保護者(61)
・その他(165)

　　　　　　　　　　　　家庭裁判所における事件受理
　　　　　　　　　　　　　(53,632)

犯罪少年 ぐ犯少年触法少年

判決等(122)　※裁判時少年

※　(　)内の数字は，平成２２年司法統計年報の終局人員の統計による
　　《　》内の数字は，平成２２年において証人尋問が実施された事件の少年の数
　　[　]内の数字は，最高裁提供の人数・事件数

起訴

(207) (433)(52,992)

少年事件の概況

在宅事件
(42,993)

少年院送致(3,299)

保護観察(12,660)

児童自立支援施設等送致

(294)　　うち観護措置(280)

うち観護措置(46)

うち観護措置(503)
　（うち非行なし(16)）

うち観護措置(6,326)

決定

うち観護措置(3,185)

うち観護措置
(196)

うち観護措置(103)

証人尋問《167》

死刑(1)
無期刑(0)
定期刑(84)
　　うち執行猶予(81)

審判開始決定がされたもの

保護処分(16,253)

刑事事件手続（第一審）

不定期刑(34)
罰金(2)
無罪(1)
少年法５５条移送決定(0)

・１４歳未満(162)
・１４歳・１５歳(16,059)
・１６歳・１７歳(22,530)

・１８歳・１９歳(14,532)
・２０歳以上(349)

審判廷における被害
者等の意見聴取[61]

被害者等の審判傍
聴[67]

裁定合議(19)

検察官関与(15)

抗告
(794)

年齢超過(346)

　うち観護措置(75)

刑事処分相当(198)

　うち観護措置(121)
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